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 「ＳＮＳで見知らぬ人から「１日数分の作業で月５０万円儲かる」と勧められ、信用して 

情報商材を購入したが儲けはなかった。返金を希望したが断られ、その後電話がつながらな 

い。」といった相談があります。 

 情報商材とは、副業や投資などで高額収入を得るためのノウハウなどと称して、インター 

ネットなどで販売されている情報のことです。「数分の作業で高額収入」「すぐに元が取れる」 

などと宣伝していますが、情報の内容は購入して中身を見るまでわからないため、広告や事 

前の説明と違って実際には価値のない情報だったというトラブルが後を絶ちません。また、 

解約しようとしても業者と連絡が取れなくなるケースもあります。簡単にお金を稼げるとい 

う話はありません。トラブルに巻き込まれないよう、くれぐれも注意してください。 

 困ったことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。 

 

 


